
                       北九州市監査公表第４号  

                         令和７年２月２８日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         廣 瀨 隆 明  

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を行ったの

で、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

なお、この監査は、監査委員 中西 満信、同 廣瀨 隆明、同 村上 幸 

一（令和７年２月９日任期満了）、同 奥村 直樹（同前）により行った。 

 

１ 監査の対象 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が資本金、基本金等の４

分の１以上を出資している団体のうち、次の４団体を抽出し、令和５年度及

び令和６年度（令和６年４月から同年６月末日まで）の当該団体における出

納その他の事務の執行を対象とした。 

（１）社会福祉法人北九州市福祉事業団 

（２）公益財団法人北九州国際技術協力協会 

（３）公益財団法人北九州市芸術文化振興財団 

（４）株式会社北九州ウォーターサービス 

 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

関係職員から説明を聴取した。 

なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

３ 監査の期間 

  令和６年７月５日から令和７年２月６日まで 

 



 

４ 事業の概要及び監査の結果 

（１）社会福祉法人北九州市福祉事業団 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

社会福祉法人北九州市福祉事業団（以下「事業団」という。）は、

市と一体となって、社会福祉事業の推進を図り、広く市民福祉の向上

と増進に寄与することを目的として、昭和４０年１１月３０日に設立

された法人である。 

 

（イ）現況 

事業団は、前記の事業目的を達成するため、事業団立の施設として

障害児入所施設１所、障害者支援施設１所、児童発達支援センター１

所及び保育所１５所を運営するほか、指定管理者として４９施設の運

営を行い、市の普通財産であるレインボープラザの管理運営を受託し

ている（令和６年４月１日現在）。 

事業団では、「中期計画２０２５」（令和３年度～７年度）を定

め、「経営基盤の安定化の推進」、「地域福祉の向上に貢献」及び

「ガバナンスの強化と経営の透明性の確保」の３つの方向性のもと、

サービスの充実、人材の確保・育成、健全な財務運営及び地域社会へ

の貢献に重点的に取り組んでいる。 

また、令和６年度からは、持続可能な法人経営を推進するために、

理事長をトップとした法人改革推進本部を立ち上げ、法人本部と施設

等の事業部門が一体となった経営改善に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（ウ）組織 

事業団の組織は、次のとおりである。 

                      （令和６年６月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）市との関係 

市は、事業団の基本金１，０００万円を全額出捐しているほか、事

業運営に係る補助金を支出するとともに、指定管理者制度による社会

福祉施設の管理及び運営並びに各種業務を委託している。 

令和５年度は、補助金１億８，４６９万円、委託料２３億７，６３

７万円を支出している。 

 

 

 

緑地保育センター 10 人 

2 所 

障害者スポーツセンター 15 人 

介護実習・普及センター 10 人 

保 育 所 232 人 

15 所 

児 童 館 92 人 

39 所 

総合療育センター 282 人 

総合 療育 セン ター 西部 分所   29 人 

ひ よ り の 丘   90 人 

ひ ま わ り 学 園 73 人 

3 所 

特別養護老人ホーム 

か ざ し 園  30 人 

小 池 学 園 30 人 理事長  1 人 

  

  

理 事  5 人 

 

事 務 局  226 人 

《事務局内訳》  

総 務 課 ・ 事 業 課    51 人  

レ イ ン ボ ー プ ラ ザ     2 人  

子ども・若者応援センター   8 人  

障 害 認 定 係    16 人  

支 援 セ ン タ ー    32 人  

統 括 支 援 セ ン タ ー   106 人  

皿倉放課後児童クラブ     3 人  

社 会 福 祉 研 修 所     6 人  

ヤングケアラー相談窓口    2 人  

監 事  2 人 

評議員  7 人 

職員総数  1,119 人 

〈内訳〉  

正規職員 (理事長含む) 441 人 (39.4%) 

嘱託職員         678 人 (60.6%) 



 

イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

 

事業団の令和５年度の収支状況を見ると、サービス活動収益の合計額

は、８３億６，１９８万円となっており、前年度と比べて９，８１０万

円減少、サービス活動外収益の合計額は、５，４９３万円となっており、

前年度と比べて２，１００万円増加した。 

また、サービス活動費用の合計額は、８６億１，２３９万円となって

おり、前年度と比べて１億３１２万円増加、サービス活動外費用の合計

額は、１，９２７万円となっており、前年度と比べて１，４１４万円増

加した。 

その結果、経常増減差額と特別増減差額の合計から法人税等を差し引

いた当期活動増減差額は、２億１，６７３万円の赤字となっており、前

年度と比べて１億８，８７２万円減少した。 

なお、次期繰越活動増減差額は、４０億７，１１１万円を確保してい

る。 

事業団においては、優秀な人材の確保・育成や安定した財務運営を継

続することが重要である。そのため、利用者へのサービス向上を念頭に

置きながらも、業務の効率化などの経営改善を継続して行うとともに、

事業自体の採算性や必要性を吟味する必要がある。また、令和５年度に

は一部の事業団立施設の建て替えを行っているが、今後も老朽化した施

設の改築等が見込まれるため、財源の調達方法や実施時期について計画

的に進める必要がある。 

「中期計画２０２５」の実行を通じて、サービスの充実、人材の確

保・育成、健全な財務運営及び地域社会への貢献に引き続き取り組み、

持続可能な法人経営の推進に向けて経営基盤の強化を図り、もって地域

福祉の向上に貢献されることを期待する。 



 

（２）公益財団法人北九州国際技術協力協会                   

ア 事業の概要 

（ア）目的 

     公益財団法人北九州国際技術協力協会（以下「協会」という。）は、

北九州市及び周辺地域に蓄積された産業技術をもとに、必要な調査研

究を進めるとともに、開発途上国等に対する国際協力や技術協力など

を通じて地球規模での環境保全を推進し、ひいては人類社会の持続可

能な発展に寄与することを目的として、昭和５５年７月１４日に設立

され、平成２４年４月１日に公益財団法人に移行した法人である。 

                                    

（イ）現況 

     協会は、前記の事業目的を達成するため、関係機関と連携しながら、

開発途上国等の研修員を対象とした研修カリキュラム・教材の整備・

改善や研修コースの設定、実施をはじめ、専門技術者の海外派遣によ

る技術協力などを行っているほか、国際親善を深めるための交流事業

等を企画、実施している。 

 

（ウ）組織 

     協会の組織は、次のとおりである。 

（令和６年６月３０日現在）  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   （注）各所属の人数は兼務者を含む 

 

 

 

評議員１５人 

理事長 １人 

専務理事１人 

常務理事２人 

外部理事４人 

技術協力部 １名 

（常務理事１人を含む） 

事務局   ９人 

（専務理事１人を含む） 

研修部   １人 

（常務理事１人を含む） 

外部幹事３人  



 

（エ）市との関係 

   市は、協会の設立に当たり、基本財産５億１，３７６万円のうち 

２億１，０００万円（４０．９％）を出捐しているほか、協会の事

業を推進するための補助金を支出するとともに、海外の廃棄物管理

等に関する技術協力事業等を委託している。 

令和５年度は、補助金３，２６０万円、委託料４４５万円を支出 

している。 

 

イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

 

協会の令和５年度の収支状況を見ると、経常収益の合計額は１億６，

１４２万円となっており、前年度と比べて２，４８８万円減少した。 

経常費用の合計額は１億６，６９０万円となっており、前年度と比べ

て１，２２４万円減少した。 

その結果、当期一般正味財産増減額と当期指定正味財産増減額に前期

末の正味財産期末残高を加えた正味財産期末残高は、５億８，８６７万

円となっており、前年度と比べて２，３９１万円減少した。 

協会の事業活動は、日本を訪問し対面で講義や研修員間の交流を図る

という「本来の研修の姿」に戻るなど、新型コロナウイルスの影響によ

る事業制限は解消し、通常の活動となったが、事業規模はコロナ禍前の

８割程度に留まっていること等により収益は減少している。 

今後とも、ＩＴ技術を活用した新たな研修スタイルの構築や新規の技

術協力案件の発掘に注力するなどして、事業の柱である国際研修事業と

技術協力事業の基盤強化を図り、産業開発と環境保全の調和を目指した

国際技術協力をより一層推進することを期待する。 



 

（３）公益財団法人北九州市芸術文化振興財団 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

公益財団法人北九州市芸術文化振興財団（以下「財団」という。）

は、市民の芸術文化活動の振興に関する事業を行うとともに、埋蔵文

化財の発掘調査、研究及び保護等を行い、もって市民生活の向上と市

民の豊かな芸術文化の創造に寄与することを目的として、昭和５１年

４月１日に設立され、平成２５年４月１日に公益財団法人に移行した

法人である。 

 

（イ）現況 

財団は、前記の事業目的を達成するため、芸術文化の振興に関する

事業、芸術文化に関する情報の収集及び提供に関する事業、市から受

託した芸術文化事業・文化施設等の管理運営事業、及び埋蔵文化財発

掘調査事業等を行っている。 

 

（ウ）組織 

財団の組織は、次のとおりである。 

（令和６年６月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課　    　  １１人

総務文化部長　１人 経営企画室　　  　８人

埋蔵文化財調査室  ６人

音楽事業課　  　１９人

舞台技術管理課　　５人

理事長　  １人

理　事　　８人

監　事　　２人
劇場事業課　　　２２人

評議員　　４人

北九州芸術劇場

劇場支配人   １人

　　　　　（兼務）



 

（エ）市との関係 

市は、財団の設立に当たり、基本財産５００万円を全額出捐してい

るほか、北九州芸術劇場や響ホールでの公演及び文化情報の提供に補

助金を支出するとともに、芸術文化施設の管理運営及び埋蔵文化財の

発掘調査事業等を委託している。 

令和５年度は、補助金１億５，３６０万円、委託料１３億３０５万

円を支出している。 

 

イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

 

財団の令和５年度の収支状況を見ると、経常収益の合計額は１６億４

，１０４万円となっており、前年度と比べて２，４８０万円減少した。 

経常費用の合計額は１６億４，８１１万円となっており、前年度と比

べて１，５８１万円増加した。 

その結果、当期一般及び指定正味財産増減額に前期末の正味財産期末

残高を加えた当期の正味財産期末残高は、２億３,５５８万円となって

おり、前年度と比べて９２２万円減少した。 

財団は、市から北九州芸術劇場、響ホール及び大手町練習場の３つの

芸術文化施設の指定管理者として指定を受け、管理及び運営を行ってい

る。また、これらの施設を活用し、良質な舞台芸術や質の高い音楽の鑑

賞機会の提供を実施し、芸術文化活動の振興に取り組んでいる。 

経営状況については、経常収益の大半が市からの受託事業収入や補助

金収入であることから、チケット収入等の自主財源の拡大や効率的な事

業運営等に向けた経営努力を図りつつ、多様な事業を通じて、市民に優

れた芸術文化に接する機会を提供するとともに、新たな芸術文化の創造

を行い、市の芸術文化の振興に寄与していくことを期待する。 



 

海外事業部   ７人 

（４）株式会社北九州ウォーターサービス 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

株式会社北九州ウォーターサービス（以下「会社」という。）は、

北九州市と民間企業が共同出資し、行政出資団体の強みと株式会社の

強みを活かした公民共同事業体として、「北九州市と国内外の上下水

道事業体の発展と豊かな水環境の創造を支援する新たな担い手」とな

ることを目指して、平成２７年１２月１日に設立された法人である。 

 

（イ）現況 

会社は、前記の事業目的を達成するため、北九州市内において浄水

場や浄化センターなど上下水道施設の維持管理等を行う「市内事業」

、宗像地区の水道事業など北九州圏域の上下水道事業体の運営を支援

する「広域事業」、北九州市上下水道局と連携して海外での技術協力

及び水ビジネス案件の発掘、形成などに取り組む「海外事業」を行っ

ている。 

 

（ウ）組織 

会社の組織は、次のとおりである。 

（令和６年６月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役  １人 取締役    ３人  

監査役      ２人 

総務部    １１人 

水道事業部  ７３人 

下水道事業部１３１人 

広域事業部   ２３人 



 

（エ）市との関係 

市は、会社の設立に当たり、資本金１億円のうち５，４００万円（

５４％）を出資しているほか、会社の事業を推進するための補助金を

支出するとともに、上下水道施設の維持管理業務等を委託している。 

令和５年度は、補助金６５０万円、委託料１９億７，５００万円を

支出している。 

 

イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

 

会社の第９期（令和５年度）の経営状況を見ると、経常利益は前年度

と比べて２，２２５万円減少の１億７，５５０万円、純利益は前年度と

比べて１，８３４万円減少の１億１，４０３万円となった。この結果、

令和５年度末の繰越利益剰余金は５億５，７１４万円となった。 

    会社では、本市上下水道事業の補完的役割を担う事業者として、上下

水道施設の維持管理や技術力の蓄積・継承に加え、時代のニーズである

広域事業や海外事業などに取り組んできた。 

今後とも、技術力の継承と向上を図り、上下水道事業の効率的かつ安

定的な運営に寄与するとともに、水道事業の広域化や海外水ビジネスの

推進に貢献することを期待する。 

 


